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１．変更理由 

 

（１）追加理由 

  「大河原町都市計画マスタープラン」及び「第６次大河原町長期総合計画」において、「白石川右

岸河川敷等」はレクリエーションの拠点として位置付けられている。こうした上位計画を踏まえ、イ

ベントの開催やスポーツを中心とした賑わい空間を創出し町民の健康増進を図るため、白石川右岸河

川敷等を地域住民の新たな憩いの場や広域的な交流拠点機能を有する都市計画公園として新たに追加

する。 

 

 

（２）新設公園の機能 

 

                    主な施設と規模 

                    

 ○都市公園法に基づく公園施設整備基準 

  ・建築物の建ぺい率 2％以下  

  管理棟（417.37㎡）、トイレ（36.48㎡） 

    合計面積 453.85㎡ ＝ 0.24％ 

  ・高い開放性を有する建築物の建ぺい率 10％以下 ※屋根付き施設等 

  多目的スポーツ広場（1,800㎡）、幼児専用遊具広場（300㎡） 

       合計面積 2,100㎡ ＝ 1.13％ 

公園の 

名称 
種別 

面積 

（ha） 
主な施設 

規模 

（ha） 

割合 

（％） 

お
お
が
わ
ら
千
本
桜
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク 

総合 

公園 
18.65 

（
堤
外
地
側
） 

第
１
期
整
備
計
画 

運動施設（マウンテンバイクパーク、パークゴルフ場、

サイクリング・ウォーキングロード） 
8.85 47.45 

交流・修景施設（芝生広場、ドッグラン、親水広場） 3.05 16.35 

便益施設（トイレ１棟、駐車場 100台） 1.08 5.79 

（
堤
内
地
側
） 

第
２
期
整
備
計
画 

交流・修景施設（管理棟、芝生広場、イベント広場） 0.66 3.54 

遊戯施設（遊具広場、多目的広場） 0.49 2.63 

休養施設（デイキャンプ場） 0.24 1.29 

運動施設（多目的スポーツ広場、アーバンスポーツ広場） 0.73 3.91 

調整池（自転車広場兼用） 1.15 6.17 

便益施設（トイレ３棟、駐車場 198台） 0.80 4.29 

その他施設（町道、水路等） 1.60 8.58 

合 計 18.65  18.65 100.00 
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・運動施設率 50％以下 

  マウンテンバイクパーク（16,890㎡）、パークゴルフ場（23,657㎡）、 

  多目的スポーツ広場（1,800㎡）、アーバンスポーツ広場（3,000㎡） 

     合計面積 45,347㎡ ＝ 24.31％ 

 

  よって、都市公園法に基づく公園施設の整備基準に適合している。 

 

 

（３）住民一人当たりの公園面積 

  大河原町では都市公園 41箇所（うち都市計画公園 29箇所）が存在し、その総面積は、約 15.56ha 

 である。大河原町の総人口は令和６年３月 31日時点の住民基本台帳により 23,414人であり、住民一 

人当たりの公園面積は、6.65㎡となる。そこに、「おおがわら千本桜スポーツパーク」を総合公園と 

して都市計画決定することで、大河原町内の都市計画公園の総面積は、34.21 haとなるため、住民一 

人当たりの公園面積は、14.61㎡へ増加する。 

 

 

住民一人当たりの公園面積 

 公園総面積（ha） 
住民一人当たりの 

公園面積（㎡） 

現在（41箇所） 15.56 6.65 

おおがわら千本桜スポーツパーク 

都市計画決定後（42箇所） 
34.21 14.61 
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３.都市公園の種類に関する考え方 

 

 「おおがわら千本桜スポーツパーク」は、白石川右岸河川敷等整備事業基本計画に基づき、年間 

を通じたイベントの開催やスポーツを中心とした賑わい空間の創出、町民の健康増進につながるよ 

うな新たな景観観光スポットとして整備行い、子供から高齢者まで幅広い世代が休息、観賞、散歩、 

遊戯、運動等、総合的な利用を可能とする公園を目指していることから、総合公園として指定する。 

 

 

Ｂ．公園、緑地等の公共空地  

 １．公共空地の都市計画の考え方  

（１）公園  

  公園とは、主として自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーショ 

ン及び大震火災等の災害時の避難等の用に供することを目的とする公共空地である。  

① 種別及び名称  

 ア 種別 

公園に関する都市計画において定める種別は、規則第７条第５号に規定するとおり、街区公園、 

近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園及び特殊公園とされているが、その区別は 

次に示すとおりである。なお、都市の人口規模等の関係上、地区公園と総合公園又は運動公園の 

機能等を併せ有する公園を計画しようとする場合は、当該公園の主たる機能により区分すること 

が望ましい。また、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市 

公園となるべきものについては、複合的な機能を併せ有する場合は当該公園の主たる機能により 

区分することが望ましい。この場合は緑地として決定することも含めて検討することが望ましい。  

         i 街区公園  

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 

        ii 近隣公園  

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 

       iii 地区公園  

  主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 

iv 総合公園  

  主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用 

に供することを目的とする公園  

          v 運動公園  

 主として運動の用に供することを目的とする公園 

    vi 広域公園 

 一の市町村の区域を超える広域の区域を対象とし 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的 

な利用に供することを目的とする公園  

     vii 特殊公園  

       ｱ)主として風致の享受の用に供することを目的とする公園  

       ｲ)動物公園、植物公園、歴史公園その他特殊な利用を目的とする公園 

 

※「都市計画運用指針」（第12版）国土交通省（令和6年）P268 
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４．公園整備計画  

    

平成29年度に宮城県とのコラボ事業でスタートした白石川右岸河川敷等整備事業では、白石川を「水 

と桜のレクリエーション軸」に位置づけた都市計画マスタープランに基づき、年間を通じたイベント 

の開催やスポーツを中心とした賑わい空間の創出、町民の健康増進につながるような新たな景観観光 

スポットとして、子供から高齢者まで幅広い世代が楽しめる多目的な空間を整備することを目的とし 

て白石川右岸河川敷に「おおがわら千本桜スポーツパーク」を整備する。 

 令和３年度から令和４年度の第１期整備計画では、白石川右岸河川敷の堤外地側約 12.98 haにマウ 

ンテンバイクパークやパークゴルフ場等のスポーツに親しむ施設を整備するとともに、設置要望の多 

いドッグランや、イベント等の開催が可能な芝生広場、堤防天端にはサイクリング・ウォーキングロ 

ードやトイレ、駐車場等の整備を実施した。 

令和５年度からの第２期整備計画では、白石川右岸河川敷の堤内地側約 5.67 haに、施設へのアク 

セス道や施設利用者の休憩スペース等の整備を行い、第１期整備計画の整備エリアの効果を十分に発 

揮させるとともに、第２期整備計画の基本コンセプト「千本桜を千年先へ（桜が繋ぐ交流とスポーツ 

の賑わいテラス）」を基に、心身と社会が健康で幸福な状態が継続するWell-beingなまちづくりを推 

進するため、桜の伝承施設やカフェスペース、遊具広場、デイキャンプ場等を含む交流ゾーンと、ア 

ーバンスポーツ広場や多目的スポーツ広場、自転車広場等を含むアーバンスポーツゾーンの整備を実 

施する。 

また、施設整備や維持管理運営には官民連携手法を導入し、民間企業の持つノウハウやアイディア

等を活用することで、施設利用者の満足度や集客性、収益性の向上を図るとともに、町財政負担の軽 

減に努める。 

 なお、官民連携手法を活用した本事業への参画企業については、施設内容や運営内容を含めプロポ 

ーザル方式による選定を行うため、最終的な施設の整備内容等に関しては、参画企業の提案により決 

定する。 
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（1）公園区域の設定方針 

宮城県が支障木の伐採及び整地を実施した白石川右岸河川敷上流部の未利用地及び上大谷地区内 

 の堤内地において、新たな賑わいと交流空間の創出及び桜や蔵王連峰、白石川等の良好な景観を形 

成するため、おおがわら千本桜スポーツパークを整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 境界表 記号 境界表 

①～② 見通し ⑫～⑬ 見通し 

②～③ 高水敷端（高水敷含む） ⑬～⑭ 道路端（町道含まず） 

③～④ 樋門端部 ⑭～⑮ 見通し 

④～⑤ 高水敷端（高水敷含む） ⑮～⑯ 新設道路端（町道含む） 

⑤～⑥ 樋門端部 ⑯～⑰ 見通し 

⑥～⑦ 高水敷端（高水敷含む） ⑰～⑱ 新設道路端（町道含む） 

⑦～⑧ 樋門端部 ⑱～⑲ 水路端 

⑧～⑨ 高水敷端（高水敷含む） ⑲～⑳ 道路端（町道含まず） 

⑨～⑩ 堤防法端（堤外） ⑳～㉑ 新設道路端（町道含む） 

⑩～⑪ 見通し ㉑～㉒ 見通し 

⑪～⑫ 道路端（町道含む） ㉒～① 道路端（町道含む） 
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（おおがわら千本桜スポーツパーク 第１期・第２期整備計画地） 

 

 

（おおがわら千本桜スポーツパーク 第２期整備計画地） 
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（2）公園施設の配置方針  

 

【第１期整備計画】 

   おおがわら千本桜スポーツパークの整備計画範囲は、JR神谷踏切から大河原大橋までの区間とし、 

第１期整備計画では、白石川右岸河川敷の約 12.98 haを上流側からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つのゾーン 

に分け整備を行う。河川敷堤外地（高水敷）にマウンテンバイクパークやパークゴルフ場等のスポ 

ーツに親しむ施設を整備するとともに、設置要望の多いドッグランや、イベント等様々な利用が可 

能な芝生広場、堤防天端にはサイクリング・ウォーキングロードやトイレ、駐車場等を整備する。 
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【Ａゾーン】 

・マウンテンバイクパーク 

自然の地形を活かしたアクティビティなレクリエーションを行えるエリアにするため、ＭＴＢプロラ 

イダーの監修によるＭＴＢコースやキッズバイクコースを整備（OGAWARA MTB S-PARK）。コースは、 

 「パンプトラックエリア」「スキルアップエリア」「ランニングバイクエリア」「ショートトラック 

エリア」の４つのコースを整備し、日本最大の河川敷複合型ＭＴＢパークとする。 
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【Ｂゾーン】 

・多目的広場（芝生広場） 

デイキャンプやバーベキュー、芋煮会、各種イベント等で利用可能な芝生広場を整備。 

・ドッグラン 

設置要望が多いドッグランを整備。小型犬から大型犬まで快適に利用できる施設とする。 

 また、施設利用者の車両を河川敷に進入させるため、通路や駐車場も合わせて整備。 

・親水空間 

子供が安全に水と親しめる親水空間を整備。 
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【Ｃゾーン】 

・パークゴルフ場  

河川敷の地形を活用し、蔵王連峰や白石川の景観を楽しみながらプレーできるパークゴルフ場をＣ・ 

Ｄゾーンに整備。日本パークゴルフ協会の公認コースとして４コース 36ホールを整備。 

・休憩スペース 

Ｃゾーン堤内地側に天端と同じ高さまで盛土を行い、施設利用者のトイレや駐車場、パークゴルフ場 

管理施設を整備する。 
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【Ｄゾーン】 

・パークゴルフ場、駐車場 

Ｃ・Ｄゾーンにパークゴルフ場 36ホールを整備。パークゴルフの大会や、さくら祭り等の各種イベン 

ト用で利用可能な駐車場を合わせて整備。 

 

【堤防天端】 

・サイクリング、ウォーキングロード 

 大河原大橋からJR神谷踏切までの全長約2.7kｍについて整備。「みやぎ仙南サイクリングガイド」の 

コースに「おおがわら桜ライン」として登録。 
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【第２期整備計画】 

令和５年度からの第２期整備計画では、第１期整備計画の整備エリアの効果を発揮させるため、白 

石川右岸河川敷の堤内地側約 5.67haに、施設へのアクセス道や施設利用者の休憩スペース等の整備を 

行うとともに、第２期整備計画の基本コンセプトを基に、桜の伝承施設やカフェスペース、遊具広場、 

デイキャンプ場等を含む交流ゾーンと、アーバンスポーツ広場や多目的スポーツ広場、自転車広場等 

を含むアーバンスポーツゾーンの整備を実施する。 
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白石川右岸河川敷等整備事業（第２期整備計画） 

【おおがわら千本桜スポーツパーク】 

   交流ゾーン 

       ｱｰﾊﾞﾝｽﾎﾟｰﾂｿﾞｰﾝ 



交流ゾーン  

  

①管理棟、芝生広場、イベント広場 

【管理棟】 

（カフェスペース）軽食等の提供や物販等を行うカフェを整備。川側のオープンテラスからは、蔵王 

や白石川の眺望を可能とする。 

（レンタサイクル管理室）レンタサイクルの貸出しスペースやメンテナンススペースを整備。公園内 

の移動や周辺を観光する手段としてレンタサイクルの利用や、サイクルサポート施設としてメンテ 

ナンスの場所や器具の貸出しを行う。 

（桜の伝承施設） 一目千本桜の歴史や魅力、観光案内をデジタルサイネージ等の活用により紹介する、 

  情報発信空間として整備。 

（フリースペース）有料の貸出しスペースとして整備。各種催事等の開催や、有料利用がない時間帯 

は、無料休憩所として活用。 

【芝生広場、イベント広場】 

 イベント広場は、芝生広場と合わせて週末やイベント開催時に、キッチンカーの出店や様々な興行が 

 行なえるスペースとして整備する。 

 

②多目的広場、遊具広場 

多目的広場として、イベント等開催時に利用可能なスペースを整備すると共に、要望の多い大型複合

遊具や屋根付き幼児専用遊具、インクルーシブ遊具等を設置することで、遊具広場も兼用する幅広い

用途に利用可能なスペースとする。 

 

③デイキャンプ場 

要望が多いバーベキュー等を行えるデイキャンプ場を整備。管理棟から距離があるため、トイレ、洗 

い場等を設置。また、キャンプ用品のレンタルや食材、薪等の販売を行う。 
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アーバンスポーツゾーン 

その他施設 

 

   

 オリンピックの正式種目にも採用されているアーバンスポーツは、若い世代が受入れしやすく愛好者 

が増加しており、スポーツツーリズムの新たな観光資源として注目されている。若い世代にも日常から 

スポーツを行う習慣を付け、将来に渡って健康な状態を維持させるためにも、アーバンスポーツ施設の 

整備を行う。 

 また、各施設共に入退場や使用料金の支払い管理をデジタル化し、利便性の向上や人件費の削減を図 

るため、スマートロックを導入することや夜間の利用を想定した施設整備を行う。 

 

④多目的スポーツ広場 

 全天候型運動施設の設置要望が多いため、フットサルコート２面分に屋根を設置し、多目的スポーツ 

広場として整備する。床をハードコートで施工することで、３×３やバスケットボール、フットサル、 

テニス等、幅広い種目に対応する他、各種イベントや町の事業等、多目的な利用が可能な施設として 

整備する。 

 

⑤アーバンスポーツ広場 

 町内のスケートボード愛好会からの要望や、愛好者が増加傾向にあることから、スケボーパークを整

備し、加えてＢＭＸやボルダリング、スラックライン等の施設を同じエリア内に設置することで、様々

なアーバンスポーツを体験できる「アーバンスポーツ広場」として整備する。 

各施設共に、初心者から上級者まで幅広いレベルの方が気軽に利用でき、イベントやスクールの開催 

も考慮した施設整備を行う。 

 

⑥自転車広場（調整池兼用） 

 調整池内に水がない時の施設を有効活用するため「自転車広場」を整備する。施設内には、様々な種 

類の自転車に乗れる「おもしろ自転車エリア」や、自転車の練習、イベント等、様々な利用を想定し 

た「フリーエリア」、起伏のあるコース走行を体験できる「パンプトラックエリア」を整備する。 

 

 

 

   

○便益施設（トイレ３箇所、駐車場 198台） 

 施設利用者用駐車場を４箇所、トイレを３箇所配置し利便性の向上を図ると共に、イベント等開催時

に備え、施設西側駐車場を大型車両も利用可能な駐車場とする。そのことに伴い、造成工事で整備す

る町道上大谷線の取り付け道路や施設内通路の一部を、大型車両が通行可能な仕様とする。 
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５．公園の規模   

 

【(1) おおがわら千本桜スポーツパーク第１期整備計画地】 

【(2) おおがわら千本桜スポーツパーク第２期整備計画地】 
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◇利用者数の検討  

（総合公園における利用者数）  

 ・本施設は、広域的な利用を想定しており、かつ建築施設を含む多様な機能を有するため公園種別 

  は「総合公園」に相当するものとして算定する。  

・利用者数の都市公園利用実態調査結果について、Ｒ３年では新型コロナウイルスによる影響が大 

 きく、本来の日常的な公園利用の結果が示されているものではないと判断し、平成26年の調査結 

 果を用いるものとする。なお、利用可能面積についても平成26年の調査結果を用いるものとする。 

 ・公園の規模の妥当性を確認するため、一般的な公園利用者数の原数を用いて、各エリアの利用目的 

に応じた機能が十分に発揮される面積かを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最大同時利用者数の算出） 

（最大同時利用者数の算出） 

  ・利用可能面積は町道、通路、法面、水路等を除いたものとする。  

 ・総合公園の最大同時利用者数は以下より算出する。なお、都市公園利用実態調査結果の数値は公園 

利用人数の多い休日のものを使用する。 

 

 

 「総合公園における ha 当たり最大時在園者数」×「利用可能面積」 

  51 人/ha × 12.91ha ＝ 658.41 人 ≒ 658 人(最大同時利用者数) 

    【第１期整備計画地（堤外地側）】 

   51 人/ha × 8.84ha ＝ 450.84 人 ≒ 451 人(最大同時利用者数) 

 【第２期整備計画地（堤内地側）】 

 51 人/ha × 4.07ha ＝ 207.57 人 ≒ 208 人(最大同時利用者数) 
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（最大利用者数の算出） 

 ・利用可能面積は町道、通路、法面、水路等を除いたものとする。 

 ・総合公園の最大利用者数は以下より算出する。なお、都市公園利用実態調査結果の数値は公園利用 

人数の多い休日のものを使用する。 

  

 

  「総合公園における入園者数」×「利用可能面積/総合公園の平均利用可能面積」 

 4,090人/ha × 12.91ha/19.525ha ＝ 2,704.32 人 ≒ 2,704 人/日 

 【第１期整備計画地（堤外地側）】 

  4,090人/ha × 8.84ha/19.525ha ＝ 1,851.76 人 ≒ 1,852 人/日 

  【第２期整備計画地（堤内地側）】 

  4,090人/ha × 4.07ha/19.525ha ＝ 852.56 人 ≒ 853 人/日 
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【(1) おおがわら千本桜スポーツパーク 第１期整備計画地】 

 

◇各施設の面積算定 

 各施設の整備面積については、施設種別に応じた整備基準や、施設利用者同士の安全距離等を考慮 

 し面積を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇Ａゾーン マウンテンバイクパーク（16,890㎡） ※法面及び通路、駐車場部分を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最大同時利用者数の算出） 「国土交通省 都市公園利用実態調査報告書より算出」 

  51 人/ha × 8.84ha ＝ 450.84 人 ≒ 451 人(最大同時利用者数) 

 ・マウンテンバイクパークは、来園者の約20％が利用することを想定。よって「最大同時利用者数」 

の約20％の利用者が滞在可能な面積を算出し、合わせてマウンテンバイクパークとして安全に利用 

できる利用人数を算出する。 

451人×20％＝90.2人≒ 90人 

 

（コース設計）  

 マウンテンバイクパークの設計は、河川敷の形状や先に算出した最大同時利用者数を基準として、マ 

 ウンテンバイクのプロライダーに監修を依頼し、初級者から上級者まで利用可能な５エリアを整備す 

 ると共に、各エリアを安全に走行できる同時利用者数を算定する。 

ゾーン 面 積 施 設 内 容 

Ａゾーン 約3.87ha マウンテンバイクパーク、駐車場 

Ｂゾーン 約3.05ha ドッグラン、芝生広場、親水広場、駐車場 

Ｃゾーン 約2.50ha パークゴルフ場、レストハウス、トイレ、駐車場 

Ｄゾーン 約2.48ha パークゴルフ場、駐車場 

堤防天端 約1.08ha サイクリング・ウォーキングロード 

 バンプトラックエリア  【マウンテンバイクパーク】 

 トレイルコース   スキルアップエリア  

 ランニングバイクエリア   

 ショートトラックエリア  

駐車場 
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 ・ランニングバイクエリア 

コブやテーブルトップ、一本橋等を子供でも利用できるようにスケールダウンしコース内に設置し 

た、未就学児専用コースとして設計。 

コース全長：130ⅿ コース設計面積：1,441㎡  

 コース利用者は、未就学児が中心となり、自転車の速度が遅いことを想定しているため、利用者 

 同士の安全距離は 10ｍとする。 

 130ｍ（コース全長）÷10ｍ（安全距離）＝13人 

 同時利用設計人数：13人 

  

 ・スキルアップエリア 

障害物や一本橋、テーブルトップ等、マウンテンバイクの基本操作を練習できる５種類のコースを 

設計。 

コース数：30ｍ×５コース コース設計面積：1,776㎡   

 ５コース共に直線コースであり、１コース30ｍと短めではあるが、スキルアップコースであるた 

 め、スピードが出ない設計であることから利用者同士の安全距離は10ｍとする。 

 30ｍ（コース全長）÷10ｍ（安全距離）＝３人×５コース＝15人  

 同時利用設計人数：15人 

  

 ・ショートトラックエリア 

コブ、テーブルトップ、バーム等をコース内に配置した初級者～中級者向けのショートトラックコ 

ース。大会やイベント等にも対応可能な左右対処コースを設計。 

コース全長：100ｍ×２コース コース設計面積： 2,783㎡  

 初級者～中級者向けのコースであることから、ある程度の速度が出ることや、速度差のある利用 

 者の同時利用を考慮して、安全距離は 15ｍとする。 

 100ｍ（コース全長）÷15ｍ（安全距離）＝6.7人≒７人×２コース＝14人  

 同時利用設計人数：14人 

  

 ・パンプトラックエリア 

コブ、テーブルトップ、バームを連続させ配置した中級者～上級者向けのロングコース。大会やイ 

ベント等にも対応可能な左右対処コースを設計。 

コース全長：150ｍ×２コース コース設計面積：2,548㎡  

 中級者～上級者向けのコースであることから、速度が高速になることや、速度差のある利用者の 

 同時利用を考慮して、安全距離は 20ｍとする。 

 150ｍ（コース全長）÷20ｍ（安全距離）＝7.5人≒７人×２コース＝14人  

 同時利用設計人数：14人 
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 ・トレイルコース（オフロードコース） 

自然の形状を活かし、整地を最小限に抑えたオフロードコース。起伏に富んだ未整地のコース走行 

を、体験できるコースとして設計。 

  コース全長：700ｍ コース設計面積：8,342㎡  

 ある程度の速度が出るコース設計であることや、コース全体が未整地であるため見通しの悪いコ 

 ーナー等も多いことから、利用者同士の安全距離は 20ｍとする。 

 700ｍ（コース全長）÷20ｍ（安全距離）＝35人  

 同時利用設計人数：35人 

 

 よって、マウンテンバイクパークは、コース設計面積の合計を 16,890㎡とする。 

 また、コース毎の同時利用設計人数の合計が 91人であり、先に算出したマウンテンバイクパークの 

 最大同時利用者数の90人が滞在可能な面積であるため、コース設計面積は適正であると判断する。 

 なお、法面及び通路は、これら施設面積を踏まえ、施設の想定利用人数や維持管理に対応した必要 

最小限の配置としている。 
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（最大同時利用者数の算出） 「国土交通省 都市公園利用実態調査報告書より算出」 

  51 人/ha × 8.84ha ＝ 450.84 人 ≒ 451 人(最大同時利用者数) 

 ・ドッグランは、来園者の約20％が利用することを想定。よって「最大同時利用者数」の約20％の利 

用者が滞在可能な面積を算出する。 

451人×20％＝90.2人≒ 90人 

 

（施設設計）  

ドッグランは、小型犬から大型犬まで快適に利用できる施設とするため、施設内を小中型犬用エリア

と中大型犬用エリアの２エリアに分け設計を行う。また、犬同士のトラブルを避けるため、安全距離

を考慮した設計とする。 

 

 ・小中型犬の安全距離 リードの長さ（２ｍ）＋犬同士の離隔（１ｍ）＝ ３ｍ 

  ３ｍ×３ｍ×3.14＝28.26㎡≒ 28㎡ 

 ・中大型犬の安全距離 リードの長さ（２ｍ）＋犬同士の離隔（２ｍ）＝ ４ｍ 

  ４ｍ×４ｍ×3.14＝50.24㎡≒ 50㎡ 

  

 

・小中型犬エリアと中大型犬エリアの利用者数は、ほぼ同数と考える。また、犬１頭に対し平均して 

２人の利用者を想定する。 

  90人（最大同時利用者数）÷２＝45人（各エリアの利用者数） 

  45人÷２＝22.5頭（各エリアの最大同時利用頭数） 

22.5頭×28㎡＝630㎡  22.5頭×50㎡＝1,125㎡ 

 

よって、小中型犬用エリアの面積を 630㎡、中大型犬用エリアを 1,125㎡、エントランス部分を 30㎡ 

とし、ドッグランの設計面積を 1,785㎡とする。 

また、施設の設計面積は、先に算出した施設全体の最大同時利用者数を基準とし、犬同士の安全距離 

を考慮した算出を行っていることから、適正であると判断する。 

なお、法面及び通路は、これら施設面積を踏まえ、施設の想定利用人数や維持管理に対応した必要最 

小限の配置としている。 

（安全距離） 

2m 
（小中型犬） 
1m 

犬 
2m 

 （中大型犬） 
2m 

◇Ｂゾーン ドッグラン（1,785㎡） ※法面及び通路、駐車場部分を除く 
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◇Ｂゾーン 芝生広場（11,560㎡） ※法面及び通路、駐車場部分を除く 

 

 

 

 

 

 

 

（最大同時利用者数の算出） 「国土交通省 都市公園利用実態調査報告書より算出」 

  51 人/ha × 8.84ha ＝ 450.84 人 ≒ 451 人(最大同時利用者数) 

 ・芝生広場は、来園者の約30％が利用することを想定。よって「最大同時利用者数」の約30％の利 

用者が滞在可能な面積を算出する。 

451人×30％＝135.3人≒ 136人 

 

 ・芝生広場の利用形態は、バーベキューや芋煮会、各種イベント等を想定しているが、町内の他公園 

の利用状況から、団体での利用が主で、テントやタープを設営したデイキャンプのような利用形態 

が多くなることを想定している。 

このことから、芝生広場の設計面積の算定には、環境省「自然公園等施設技術指針」テントサイト 

の設計面積を参考にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設設計） 

・芝生広場の利用形態の中でも、テントやタープを設営 

した場合の使用面積が最も大きくなることから、１団 

体に必要な面積を 10ｍ×10ｍとし、他団体との離隔を 

7ｍとする。 

また、花見等、団体利用が多くなる時期を考慮すると、 

同時に利用可能な団体数を 40団体で算定する。 

 （10ｍ＋7ｍ）×（10ｍ＋7ｍ）＝ 289㎡（１団体面積） 

289㎡×40団体（同時利用団体数）＝11,560㎡ 

 

環境省 自然環境局自然環境整備担当参事官室 「自然公園等施設技術指針」 

ﾀｰﾌﾟ・ﾃﾝﾄ 
5ｍ×5ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

（芝生広場 １団体の利用面積） 

3.5ｍ 3.5ｍ 

【親水広場】（2,040㎡） 

 

芝生広場（下流側） 4,420 ㎡ 

芝生広場（上流側） 

7,140 ㎡ 

【芝生広場】 (さくら大橋) 

親水広場 2,040 ㎡ ドッグラン 1,785 ㎡ 
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 ・施設内の同時利用設計人数は、１団体の平均利用人数を他公園の実績等から３人～４人程度で見込 

  み、3.5人として算定する。 

40団体×3.5人（団体平均人数）＝140人 

 

よって、芝生広場の面積を 11,560㎡ する。なお、芝生広場は、Ｂゾーンの上流側と下流側の２箇所

に分けて整備を行う。各面積は河川敷の形状等に合せた設計を行い、上流側 7,140 ㎡、下流側 4,420

㎡とする。 

また、施設の同時利用設計人数が140人であり、先に算出した芝生広場の最大同時利用者数の136人が 

滞在可能な面積であるため、施設の設計面積は適正であると判断する。 

なお、法面及び通路は、これら施設面積を踏まえ、施設の想定利用人数や維持管理に対応した必要最 

小限の配置としている。 
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◇Ｂゾーン 親水広場（2,040㎡） ※法面及び通路、駐車場部分を除く 

 

（最大同時利用者数の算出） 「国土交通省 都市公園利用実態調査報告書より算出」 

51 人/ha × 8.84ha ＝ 450.84 人 ≒ 451 人(最大同時利用者数) 

 

 

 

 

 

 

 

 ・親水広場は、宮城県が行う護岸整備に合わせ安全に水と親しめる空間の整備を実施すると共に、芝 

  生広場と一体的な整備、利用を行う。このことから親水広場は、芝生広場と同等の来園者が利用す 

  ることを想定。よって「最大同時利用者数」の約 30％の利用者が滞在可能な面積を算出する。  

  451人×30％＝135.3人≒ 136人 

 

 ・親水広場の利用形態も、芝生広場と同様にバーベキューや芋煮会、各種イベント等を想定している 

が、芝生広場に比べ施設面積が小さいため、テントやタープを設営した利用は少ないことを想定し 

ている。このことから芝生広場の設計面積の算定には、環境省「自然公園等施設技術指針」の１人 

当たりの所要面積を参考にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（来園者滞在必要面積の算定） 

 ・公園の１人あたりの所要面積を、環境省「自然公園等施設技術指針」を参考に15㎡として算出。 

136人（親水広場の最大同時利用者)×15㎡＝ 2,040㎡ 

 

 よって、親水広場の面積を 2,040㎡ とする。 

また、施設の設計面積は、先に算出した施設全体の最大同時利用者数を基準とし、自然公園等施設技 

術指針を参考に算出を行っていることから、適正であると判断する。 

なお、法面及び通路は、これら施設面積を踏まえ、施設の想定利用人数や維持管理に対応した必要最 

小限の配置としている。 

環境省 自然環境局自然環境整備担当参事官室 「自然公園等施設技術指針」 

芝生広場（下流側） 4,420 ㎡ 

芝生広場（上流側） 

7,140 ㎡ 

【親水広場】 (さくら大橋) 

親水広場 2,040 ㎡ 

ドッグラン 1,785 ㎡ 
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（施設設計） 

 パークゴルフ場については、日本パークゴルフ協会の公認コースの認定を受けるため、「公益社団法 

 人日本パークゴルフ協会パークゴルフコース設置基準」及び「公益社団法人日本パークゴルフ協会公 

 認コース認定規程」に基づき設計及び整備を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ・このことから、河川敷に設計する本パークゴルフ場の面積は、20,000㎡程度で設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・このことから、１コースは９ホールとし、各コース 100ｍ以内且つ、９ホールの合計の延長を 500ｍ 

  以内で設計を行う。 

◇Ｃ・Ｄゾーン パークゴルフ場（23,657㎡） 利便施設（1,602㎡） 

※法面及び通路、駐車場部分を除く 

 

【パークゴルフ場】（23,250㎡） 

 

「公益社団法人日本パークゴルフ協会パークゴルフコース設置基準」 

「公益社団法人日本パークゴルフ協会パークゴルフコース設置基準」 

「公益社団法人日本パークゴルフ協会パークゴルフコース設置基準」 
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なお、各ホールの標準打数を３打、４打、５打で配分し、９ホールの合計打数を 33打とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・このことから、ホール数の合計を 18ホール以上（本施設は河川敷の形状等から 36ホールで設計） 

  とし、18ホールの合計距離を 700ｍ以上 1,000ｍ以内で設計を行う。 

また、最小限必要な利便施設（レストハウス、トイレ、駐車場等）を認定規程どおり設置する。 

   

以上、公認コースの認定基準のとおり、パークゴルフ場の設計を以下のとおり行う。 
  

 ・コース数及びホール数 

   ４コース（白鳥コース、梅コース、桜コース、蔵王コース） 

   ホール数 各コース９ホール 

 ・コース距離と合計打数 

 白鳥コース 415ⅿ 標準打数 33打  

 梅コース  427ⅿ 標準打数 33打  

 桜コース  427ⅿ 標準打数 33打  

 蔵王コース 410ⅿ 標準打数 33打  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公益社団法人日本パークゴルフ協会公認コース認定規程」 
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Ｃゾーン パークゴルフ場（11,563㎡）  

     利便施設（レストハウス、トイレ、駐車場等）（1,602㎡） 

     パークゴルフ場 

     利便施設 

Ｄゾーン パークゴルフ場（12,094㎡） 

パークゴルフ場 

桜コース ９ホール 

蔵王コース ９ホール 

白鳥コース ９ホール 

梅コース ９ホール 

 トイレ  

 レストハウス  

 第 2 駐車場  

よって、パークゴルフ場のコース合計面積を 23,657㎡ とし、利便施設の合計面積を 1,602㎡とする。 

なお、法面及び通路は、これら施設面積を踏まえ、施設の想定利用人数や維持管理に対応した必要最小 

限の配置としている。 

 駐車場  

69 

 

 

 



 【トイレ】 

 トイレについては、24時間開放し、パークゴルフ場利用者の他、サイクリング・ウォーキングロー 

 ド利用者の使用も考慮した設計とする。面積等については「建築設計資料集成（造園）基礎データ」 

 及び「自然公園等技術指針（環境省）第５章 公衆便所」を参考に算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（最大同時利用者数） 

【第１期整備計画地（堤外地側）】 

 51 人/ha × 8.84ha ＝ 450.84 人 ≒ 451 人(最大同時利用者数) 
 

（最大利用者数） 

【第１期整備計画地（堤外地側）】 

 4,090人/ha × 8.84ha/19.525ha ＝ 1,851.76 人 ≒ 1,852 人/日 

 ※来場者の約50％がトイレを使うことを想定（1,852 人×50％＝926人） 

・便器の必要個数 

451 人(最大同時利用者)×0.0125＝5.6基 ≒ ６基（「建築設計資料集成」） 

926人（トイレ使用人数）の最低便器数＝４基（「自然公園等技術指針」） 

  ６基＋４基÷２＝５基 

   男子トイレには小便器を５基、女子トイレには大便器を５基設置する（公園内の合計基数）。 

ただし、第１期整備計画地は、パークゴルフ場レストハウス横のトイレ以外の整備範囲が河川敷

であるため、仮設トイレの設置が主となり、男女共用トイレの設置等、基準の便器数を確保でき

ないが、連続した敷地に整備を計画している第２期整備計画地のトイレの便器数において、第１

期整備計画地の施設利用者の利用を見込んだ設計を行うものとする。 

◇利便施設の検討 

「建築設計資料集成」（造園）基礎データ 

トイレの必要穴数 

「自然公園等技術指針（環境省）第５章 公衆便所」 
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①パークゴルフ場トイレ（レストハウス横）  

男子トイレ（大便器１、小便器２） 女子トイレ（大便器２） 

多目的トイレ（大便器１） 

②パークゴルフ場トイレ（蔵王コース第１ホールスタート位置）  

男女共用トイレ（大便器１） 

③芝生広場トイレ 

男女共用トイレ（大便器１） 

   ④ＭＴＢパークトイレ  

男女共用トイレ（大便器１、小便器１） 

  

・以上のことから、算定した便器数を基に下図のとおり設計を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②パークゴルフ場トイレ 

（蔵王コース第１ホールスタート位置） 

③芝生広場トイレ 

    

 1.59ｍ×0.85ｍ＝ 1.35㎡ 

 

 

 

④ＭＴＢパークトイレ  

      2.5m×1.8＝ 4.5㎡ 

 

 

 

①パークゴルフ場トイレ（レストハウス横）8.63ｍ×1.91ｍ＝ 16.48㎡  

（トイレ便器数） 
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（必要駐車台数の検討） 

・必要駐車台数は、最大時同時利用者数、来訪者の自動車分担率、同乗者数の想定により「造園ハン 

ドブック（日本造園学会）」に基づいて算出する。  

 ・利用者数は、最大同時利用者数を用いる。  

  【第１期整備計画地（堤外地側）】 

 51 人/ha × 8.84ha ＝ 450.84 人 ≒ 451 人(最大同時利用者数) 

 ・都市計画利用実態調査より総合公園の交通手段分担率は、自家用車が 59.8%とする。  

 ・本地区は同調査で 22.6%を占める徒歩による来訪は立地状況からごく一部となるため、自家用車の 

  分担率に加え算定する。（59.8％＋22.6％＝82.4％） 

・同乗者数は、世帯ごとの来訪を想定し、宮城県における平均世帯人員 2.35 とする。 

 （最大時同時利用者数）×（自動車分担率）÷（同乗者数） 

【第１期整備計画地（堤外地側）】 

 451人/ha × 82.4% ÷ 2.35 ＝ 158.14 台 ≒ 159 台 

   

  よって、第１期整備計画地（堤外地側）の駐車場必要台数は 159台とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和３年７月１日 宮城県企画部統計課 令和２年国勢調査結果 

【駐車場】 
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（各施設の駐車場台数） 

各施設の駐車場台数は、施設利用者の構成や車の利用率、整備位置となる河川敷の状況等を考慮し、

それぞれ算出する。 

 

・Ａゾーン（マウンテンバイクパーク） 

   同時利用設計人数の合計＝ 91人 

   施設利用者の車利用率＝ 約70％ 

宮城県における平均世帯人員＝ 2.35 人 

91人 × 70％ ÷ 2.35 ＝ 27.11台 ≒ 28台 

 

 よって、マウンテンバイクパークの駐車場台数を 28台とする。 

 

・Ｂゾーン（ドッグラン、芝生広場、親水広場） 

  同時利用設計人数の合計＝ 226人（ドッグラン90人、芝生広場・親水広場136人） 

 来場者の車利用率＝ 約60％ 

宮城県における平均世帯人員＝ 2.35 人 

226人 × 60％ ÷ 2.35 ＝ 57.70台 ≒ 58台 

 

 よって、ドッグラン、芝生広場、親水広場の駐車場台数を 58台とする。 

 

・Ｃ、Ｄゾーン（パークゴルフ場）451×40％＝181人 181×95％÷2.35＝73.17≒74台 

  同時利用設計人数の合計＝ 181人 

 来場者の車利用率＝ 約95％ 

宮城県における平均世帯人員＝ 2.35 人 

181人 × 95％ ÷ 2.35 ＝ 73.17台 ≒ 74台 

 

 よって、パークゴルフ場の駐車場台数を 74台とする。 

   

このことから、第１期整備計画地の駐車場台数の合計は 160台となるが、イベントや大会等により来

場者数が増加した場合の駐車台数は、算定した駐車台数の約1.5倍になることを想定し、駐車場を整

備する。 

160台×1.5＝240台（増加想定台数 80台） 

 

増加想定台数 80台分の駐車場は、整備計画地の最上流部（Ａゾーン）にマウンテンバイクパーク第

２駐車場として30台分、最下流部（Ｄゾーン）に パークゴルフ場第２駐車場として 50台分を整備す

る。 

73 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｂゾーン ドッグラン、芝生広場、親水広場 駐車場（駐車台数 58台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バンプトラックエリア  

【マウンテンバイクパーク】 

 トレイルコース   スキルアップエリア  

 ランニングバイクエリア   

 ショートトラックエリア  

駐車場 

（28台） 

【親水広場】（2,040㎡） 

 

芝生広場（下流側） 4,420 ㎡ 

芝生広場（上流側） 

7,140 ㎡ 

【ドッグラン、芝生広場、親水広場】 

】 

(さくら大橋) 

親水広場 2,040 ㎡ 
ドッグラン 1,785 ㎡ 

駐車場（58台） 

 各施設駐車場  

 

・Ａゾーン マウンテンバイクパーク 駐車場（駐車台数 28台） 

・Ｃゾーン パークゴルフ場 駐車場（駐車台数 74台） 
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（イベント、大会等対応駐車場）  

Ａゾーン マウンテンバイクパーク第２駐車場（駐車台数 30台） 

】 

Ｄゾーン パークゴルフ場第２駐車場（駐車台数 50台） 

】 
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【(2) おおがわら千本桜スポーツパーク 第２期整備計画地】  

 

◇各施設の面積算定 

 各施設の整備面積については、施設種別に応じた整備基準や、施設利用者同士の安全距離等を考慮 

 し面積を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーン 面 積 施 設 内 容 

交流 

ゾーン 

① 約 0.66ha 交流・修景施設（管理棟、芝生広場、イベント広場） 

② 約 0.49ha 遊戯・多目的施設（多目的広場、遊具広場） 

③ 約 0.24ha 休養施設（デイキャンプ場） 

アーバン 

スポーツ 

ゾーン 

④ 約 0.28ha 運動施設（多目的スポーツ広場） 

⑤ 約 0.45ha 運動施設（アーバンスポーツ広場） 

⑥ 約 1.15ha 調整池（自転車広場兼用） 

その他施設 
約 0.80ha 便益施設（トイレ３箇所、駐車場 197台） 

約 1.60ha その他施設（町道、水路等） 
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◇交流ゾーン➀ 管理棟（417.37㎡）   

（最大同時利用者数の算出） 

  ・利用可能面積は、町道、通路、法面等を除いたものとする。  

 ・総合公園の最大同時利用者数は以下より算出する。なお、都市公園利用実態調査結果の数値は公園 

利用人数の多い休日のものを使用する。 

【第２期整備計画地（堤内地側）】 

 51 人/ha×4.07ha＝207.57人 ≒ 208 人(最大同時利用者) 

 ・管理棟は、来園者の約30％が利用することを想定。よって「最大同時利用者数」の約30％の利用者 

が滞在可能な管理棟面積を算出する。208人×30％＝62.4人≒62人 

 ・各施設の必要面積は「消防法施行規則」（防火対象物収容人数の算定方法）及び、各施設に設置す 

る設置内容等から算出する。 

 

〇カフェスペース（99.37㎡） 

（カフェスペースの最大同時利用者数の算定） 

 カフェスペースは、軽食等の提供及び物販が行える施設として整備する。 

・管理棟の「最大同時利用者数」の約半数が、カフェスペースを利用することを想定する。 

      62人（管理棟の最大同時利用者数）×50％＝31人 

 

（カフェスペースの面積算定) 

カフェスペースの面積は、最大同時利用者数(31人)を基準として設置する設備等を考慮し算定する。 

・利用者スペースの面積は、飲食を行う固定席６台（テーブル＋椅子４脚 3ｍ×3ｍ×6台）の設置及 

び通路部分の面積を考慮し 9.1ｍ×7.28ｍ＝66.248㎡ ≒ 66.25㎡ とする。 

・厨房の面積は、軽食等の提供を行える標準的な厨房設備（2.5ｍ×0.5ｍ×２台）の設置及び作業ス 

ペースを考慮し 3.64ｍ×3.64ｍ＝13.249㎡ ≒ 13.25㎡ とする。 

・物販スペースの面積は、商品を展示するショーケースの設置（２ｍ×0.5ｍ×２台）及び通路を考慮 

 し 3.64ｍ×3.64ｍ＝13.249㎡ ≒ 13.25㎡ とする。 

・食品衛生法の基準に基づき設置するトイレは、小便器及び 

大便器を各１基ずつ設置する。便器設置における基準面積 

を参考に 3.64ｍ×1.82ｍ＝6.624㎡ ≒ 6.62㎡ とする。 

 

カフェスペース面積合計 

利用者スペース（66.25㎡）、厨房（13.25㎡） 

物販スペース（13.25㎡）、 ＷＣ（6.62㎡） 

カフェスペースの合計面積 99.37㎡          

【第２期整備計画地（堤外地側）】 

 

（カフェスペース） 

物販 
スペース 
（13.25 ㎡） 

厨房 
（13.25 ㎡） 

利用者スペース 
（66.25 ㎡） 

ＷＣ 
（6.62 ㎡） 

3
6
4
0 

3640 
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（滞在可能人数の算定） 

 設計したカフェスペースの面積を基準として、滞在可能人数を消防法施行規則（防火対象物収容人数 

 の算定方法）を参考に算定する。※トイレ、厨房スペースの面積は含まない。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・飲食スペースの収容人数＝固定式の椅子の数 

  利用者スペース（66.25㎡）  椅子４脚×６テーブル＝ 24人 

・その他の部分の収容人数＝床面積÷３㎡ 

   物販スペース（13.2㎡） 13.2㎡÷３㎡＝4.4人≒ ５人 

・従業員数 

 従業員数＝２人 

・飲食店の収容人数の算定方式 

   従業員数＋固定式の椅子数＋（その他床面積÷３㎡） 

  ２人（従業員数）＋24人（椅子の数）＋５人（その他床面積から算定）＝ 31人 

 

よって、カフェスペースの滞在可能人数は、31人となり、先に算出した最大同時利用者数の31人と同 

数であることから、施設の設計面積（99.37㎡）は、適正であると判断する。 

 

 

 

 

消防法施行令 別表第１ 

消防法施行規則第１条の３ 

（収容人員の算定方法） 

第一条の三 令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる 

防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 
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〇多目的ホール（106㎡） 

（多目的ホールの最大同時利用者数の算定） 

 多目的ホールは、一目千本桜の歴史や魅力、観光案内をデジタルサイネージ等の活用により紹介する 

 情報発信空間として整備すると共に、イベント開催時等には、有料の貸出しスペースとして活用する。 

 

・管理棟の「最大同時利用者数」の約半数が、多目的ホールを利用することを想定する。 

62人（管理棟の最大同時利用者数）×50％＝31人 

 

(多目的ホールの面積算定) 

多目的ホールの面積は、最大同時利用者数（31人）を基準として、設置する設備や消防法施行規則

（防火対象物収容人数の算定方法）を参考に算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・多目的ホールの面積は、消防法施行規則の収容人員の算定方法を参考に、１人あたりの面積を３㎡

として算定する。 

  収容人員＝従業員以外が使用する面積÷３㎡ 

・従業員使用面積  

従業員使用面積 受付カウンター部分 3.64ｍ×3.64ｍ ＝ 13.25㎡ ≒ 13㎡ 

・従業員以外が使用する面積 

    収容人員＝31人 

31人（最大同時利用者数）×３㎡＝ 93㎡ 

・多目的ホールの面積 

  93㎡＋13㎡＝ 106㎡ 

   

よって、多目的ホールの面積は、106㎡とする。 

 

 

事務室 

多目的ホール 

106 ㎡ 7
2
8
0 

14560 

消防法施行令 別表第１ 

消防法施行規則第１条の３ 

（収容人員の算定方法） 

第一条の三 令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる 

防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 

レンタサイクル 

管理室 
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レンタサイクルの貸出しスペースやメンテナンススペースを整備。公園内の移動や周辺を観光する手 

段としてレンタサイクルの貸出しや、サイクルサポート施設としてメンテナンスの場所や器具の貸出

しを行う。 

レンタサイクル管理室の面積は、レンタサイクルの保管場所やメンテナンススペースの必要面積を基 

本として算出する。 

 

・レンタサイクル管理室（30台保管） 

 レンタサイクルの保管には、サイクルラックを設置。 

・サイクルラックの設置面積  

 10台用のｻｲｸﾙﾗｯｸ 4.85ｍ×3.7ｍ＝17.95㎡  

 30台分のｻｲｸﾙﾗｯｸ 17.95㎡×３台＝53.85㎡≒ 54㎡  

・メンテナンススペース 

  レンタサイクルのメンテナンスを行う場所や、メンテ 

  ナンスに必要な工具や部品を保管する場所を整備する。                  

２ｍ×６ｍ＝12㎡ 

・サイクルサポートスペース 

自転車の簡易的なメンテナンススペースや工具等を来園者に貸出しする場所を整備する。 

２ｍ×３ｍ＝６㎡ 

・レンタサイクルの受付 

レンタサイクルやサイクルクルサポートの利用受付を行う場所として整備する。 

2.5ｍ×３ｍ＝7.5㎡ 

 

よって、レンタサイクル管理室の面積は、54㎡＋12㎡＋6㎡＋7.5㎡＝ 79.5㎡とする。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 付 

7.5 ㎡ 

メンテナンス 

スペース 

12 ㎡ 

レンタサイクル管理室（詳細） 

サイクルラック 

（30 台） 

54 ㎡ 

106 ㎡ 

多目的ホール 

1
0
9
20

 

7280 

自転車用ラック（10台 3.7ｍ×4.85ｍ） 

サイクル 

サポート 

スペース 

6 ㎡ 

事務室 

○レンタサイクル管理室（79.5㎡） 

レンタサイクル 

管理室 

（79.5 ㎡） 
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管理棟に整備するトイレ棟については、堤内地・堤外地側からのスムーズな利用や、24時間開放す  

ることを考慮した設計とする。面積等については「建築設計資料集成（造園）基礎データ」及び、 

「自然公園等技術指針（環境省）第５章 公衆便所」を参考に算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・総合公園の最大利用者数は以下より算出する。なお、都市公園利用実態調査結果の数値は公園利用 

人数の多い休日のものを使用する。 

 「総合公園における入園者数」×「利用可能面積/総合公園の平均利用可能面積」 

【第２期整備計画地（堤内地側）】 

4,090人/ha × 4.07ha/19.525ha ＝ 852.56 人 ≒ 853 人/日 

   ※来場者の約50％がトイレを使うことを想定（853 人×50％≒427人） 

【第２期整備計画地（堤内地側）】 

 51 人/ha×4.07ha＝207.57人 ≒ 208 人(最大同時利用者) 

 

・便器の必要個数 

   208 人(最大同時利用者)×0.0125＝2.6基 ≒ ３基 

   男子トイレには小便器を３基、女子トイレには大便器を３基設置する（公園内の合計基数）。 

 

「自然公園等技術指針（環境省）第５章 公衆便所」 

○トイレ棟 

「建築設計資料集成」（造園 ）基礎データ 

トイレの必要穴数 
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・公園内各トイレの便器数 

管理棟トイレ棟  

男子トイレ（大便器２、小便器３） 女子トイレ（大便器２） 

   多目的トイレ（大便器１） 

  カフェ利用者用トイレ 

男女兼用トイレ（大便器１、小便器１） 

デイキャンプ場トイレ  

男子トイレ（大便器１、小便器１） 女子トイレ（大便器１） 

   多目的スポーツ広場トイレ  

男子トイレ（大便器１、小便器１） 女子トイレ（大便器１） 

 

以上、算定した便器数を基に設計し、右図のとおりトイレ棟の面積 

を 10.92ｍ×3.64ｍ＝ 39.75㎡ とする。 

なお、算定した便器必要数よりも、公園内に設置予定の便器数が多い設計となるが、管理棟から離 

れた施設の利便性向上と、第１期整備計画地に設置するトイレは、仮設トイレが主となり規程の設 

置数を下回るため、第１期整備計画地の施設利用者の利用も見込んだ設計としているためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレ棟（39.75㎡） 

3640 

1
0
9
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防災倉庫 
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災害時等、一時避難場所となった場合の防災資機材を保管するため、防災倉庫を整備する。 

 

・防災資機材 

 発電機、投光器、ブルーシート、土のう、防災テント、毛布、 

 水、備蓄食糧等を保管予定。 

・面積算定 

  保管する防災資機材等の必要面積等を基に、防災倉庫の面積を 

  算定する。 

     

  防災倉庫は、10.92ｍ×3.64ｍ＝ 39.75㎡ とする。 

 

 

その他の施設として、管理事業者の事務室 26.5㎡ 及びコインシャワーを設置するシャワールーム 

26.5㎡ を管理棟内に整備する。 

 

○管理棟の合計面積 

  カフェスペース 99.37㎡、多目的ホール 106㎡、管理事業者事務室 26.5㎡、シャワールーム 26.5㎡ 

  レンタサイクル管理室 79.5㎡、トイレ棟 39.75㎡、防災倉庫 39.75㎡  管理棟合計面積 417.37㎡  

 

よって、管理棟面積は、417.37㎡ とする。   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○防災倉庫 

   防災倉庫（39.75㎡） 

3640 

1
0
9
20

 

防災倉庫 

○その他施設 

利用者スペース 

物販 

スペース 

厨房 

事務室 

多目的ホール 

レンタサイクル 

管理室 

 

防災倉庫 

管理棟（417.37㎡） 
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 ・芝生広場は、週末やイベント開催時に出店や様々な興行が行なえるスペースとして整備する。 

  出店については、屋台やテント等での出店を想定し、芝生の植栽を計画しているためキッチンカー 

  の侵入は禁止する。出店時の１区画の面積は、一般的な屋台やテントの大きさを参考に店舗部分が  

  12㎡（３ｍ×４ｍ）、来園者の通路の確保や延焼対策として、出店スペース同士の間隔を４ｍ確保 

  し、56㎡（７ｍ×８ｍ）とする。なお、芝生広場での出店は、最大で８店舗を想定する。 

    56㎡×８店舗＝ 448㎡ ≒ 450㎡（店舗部分） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出店スペースに合わせ、来店者向けの休憩場所や飲食スペースを確保する。１スペースは、「自然 

公園等施設技術指針」を参考に12.25㎡（3.5ｍ×3.5ｍ）とし、１店舗に２スペースを確保する。 

   12.25㎡×８店舗×２スペース＝196㎡≒ 200㎡（休憩スペース） 

  450㎡（店舗部分）＋ 200㎡（休憩スペース）＝ 650㎡   芝生広場の面精は 650㎡とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品衛生法届出様式作成例（施設の構造及び設備を示す図面） 

0 

4ｍ 

8ｍ 

3
ｍ

 

7
ｍ

 

店舗（屋台・テント） 

離隔スペース 

出店スペース 56 ㎡（7ｍ×8ｍ） 

〇 自然公園等施設技術指針（環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室） 

 

4000 
 

3
0
0
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芝生広場 

◇交流ゾーン① 芝生広場（650㎡）※通路部分を除く 
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 イベント広場は、芝生広場と同様に週末やイベント開催時に、出店等が行なえるスペースとして整 

 備する。出店については、キッチンカーの出店を想定しており、車両の侵入を可能にするため、路 

 面はアスファルト舗装とする。出店時の１区画の面積は、一般的なキッチンカーの大きさに出店ス 

 ペース同士の間隔を加え63㎡とする。イベント広場での出店は最大で６店舗を想定する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イベント広場の１区画の面積） 

 ・車両の大きさ＝５ｍ×３ｍ（サイドオーニング１ｍを全幅に含む） 

  来園者の通路の確保や延焼対策として出店スペースどおしの間隔は４ｍとする。 

    １区画の面積は ９ｍ×７ｍ＝ 63㎡  

    63㎡×６店舗＝ 378㎡ ≒ 380㎡（店舗部分） 

 ・出店スペースに合わせ、来店者向けの休憩場所や飲食スペースを芝生広場と同様に確保する。 

   １スペースは、「自然公園等施設技術指針」を参考に12.25㎡（3.5ｍ×3.5ｍ）とし、１店舗に 

２スペースを確保する。 

    12.25㎡×６店舗×２スペース＝147㎡≒ 150㎡（休憩場所スペース） 

   

380㎡（店舗部分）＋ 150㎡（休憩場所スペース）＝530㎡  

よってイベント広場は 530㎡とする。 

1
84

0 
（
全
幅
） 

4690 （全長） 

※キッチンカー(1.5ｔ) の標準サイズ 

※サイドオーニングは約 1ｍ。全幅に１ｍ加える。 

出店スペース 63 ㎡（9ｍ×7ｍ） 

5ｍ 

店舗（キッチンカー） 

離隔スペース 

3ｍ 

9ｍ 

7ｍ 

 

◇交流ゾーン① イベント広場（530㎡） 

イベント 
スペース 

サイドオーニング 

4690（全長） 

1
8
4
0（
全
幅
）
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（最大同時利用者数の算出） 

・総合公園の最大同時利用者数は以下より算出する。なお、都市公園利用実態調査結果の数値は公園 

利用人数の多い休日のものを使用する。 

  

【第２期整備計画地（堤内地側）】 

    51 人/ha×4.07ha＝207.57人 ≒ 208 人(最大同時利用者) 

 

・多目的広場、遊具広場には、遊具を設置するため 

家族連れでの利用が多く、本公園内でも利用者数 

の多いエリアになることが想定される。 

また、イベント等の開催場所としても利用するた 

め「最大同時利用者数」の約２倍の利用者が滞在 

することを推定し、施設面積を算出する。 

    208人(最大同時利用者)×200％＝ 416人 

                  ≒ 420人 

 

（来園者滞在必要面積） 

・公園の１人あたりの所要面積を、環境省「自然公園等施設技術指針」を参考に５㎡として算出。 

420人（最大同時利用者)×５㎡＝ 2,100㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省 自然環境局自然環境整備担当参事官室 「自然公園等施設技術指針」 

◇交流ゾーン② 遊具広場、多目的広場（3,300㎡）※法面及び通路、植栽部分を除く 
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（設置する遊具面積） 

・遊具設置面積 複合遊具（272 ㎡）、ザイルクライミング（225㎡×２基＝450㎡）、  

パラドームジム（38㎡）、屋根付き幼児専用遊具及び休憩所（370㎡） 合計 1,130㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・遊具広場、多目的広場の必要面積の算出 

   ※必要面積は、法面及び通路、植栽部分を除いた面積とする。 

2,100㎡（来園者滞在必要面積）＋ 1,130㎡（遊具設置面積）＝ 3,230㎡ ≒ 3,300㎡ 

 

  よって、遊具広場、多目的広場の面積を 3,300㎡ とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置計画遊具 

17000 

1
6
0
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15000 
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5
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7000 

87 

 

 

 



 

（最大同時利用者数の算出） 

・総合公園の最大同時利用者数は以下より算出する。なお、都市公園利用実態調査結果の数値は公園利 

 用人数の多い休日のものを使用する。 

 【第２期整備計画地（堤内地側）】 

  51 人/ha×4.07ha＝207.57人 ≒ 208 人(最大同時利用者) 

・デイキャンプ場は、来園者の約20％が利用することを想定。よって「最大同時利用者数」の約20％の 

利用者が滞在可能な面積を算出する。208人×20％＝ 41.6人 ≒ 42人 

 

・デイキャンプ場の利用形態は、バーベキュー等を行う他にテントやタープを設営することを想定して 

 いるため、環境省「自然公園等施設技術指針」テントサイトの設計面積を参考に必要面積を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１サイトの面積は、10ｍ×10ｍとし、10サイト整備。 

 宿泊を想定しないデイキャンプなので、サイト同士の 

 離隔は、２ｍとする。 

 （10ｍ＋2ｍ）×（10ｍ＋2ｍ）× 10 ｻｲﾄ ＝ 1,440㎡ 

 通路、広場、トイレ、洗い場 ＝ 610㎡ 

 1,440㎡＋610㎡＝ 2,050㎡ 

よって、デイキャンプ場の面積を 2,050㎡ とする。 

 

 

・来園者滞在必要面積 

１サイト５人の利用者を想定し、10サイト整備。 

 ５人×10サイト＝50人 ＞ 最大同時利用者数 42人   

よって、デイキャンプ場の滞在可能人数は 50人となり、 

先に算出した最大同時利用者数の42人が滞在可能である 

ため、施設の設計面積（2,050㎡）は適正であると判断 

する。 

 

環境省 自然環境局自然環境整備担当参事官室 「自然公園等施設技術指針」 

ﾀｰﾌﾟ・ﾃﾝﾄ 
5ｍ×5ｍ 

◇交流ゾーン③ デイキャンプ場（2,050㎡）※法面部分を除く 

 

 

（デイキャンプ場） 

 １サイトの面積 

（離隔スペース） 

1
2
ｍ
 

12ｍ 

1
0
ｍ
 

10ｍ 
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なお、交流ゾーンの法面及び通路は、ゾーン毎の各施設面積を踏まえ、施設の想定利用人数や維持管理

に対応した必要最小限の配置としている。 

 

 

 

 

・多目的スポーツ広場は、フットサル、バスケットボール、テニスに対応するコートを整備する。 

・各競技に対応する施設とするため、フットサルは、ＪＦＡ（日本サッカー協会）フットサル競技規則、 

 バスケットボールは、ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）バスケットボール競技規則、テニスは、 

  ＪＴＡ（日本テニス協会）テニスルールブックを参考に整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ｍ 

3ｍ 

30ｍ 

20ｍ 

20ｍ 

4ｍ 

3ｍ 3ｍ 

36ｍ 

50ｍ 

フットサルコート面積 ＪＦＡ（日本サッカー協会）競技規則 参考 
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◇アーバンスポーツゾーン④ 多目的スポーツ広場（1,800㎡） 

・バスケットボールコート面積  

 ＪＢＡ（日本バスケットボール協会） 

 競技規則 参考 

 

・バスケットボールコート 

 15ｍ×28ｍ×2 面 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設面積の算出） 

 ・対応するスポーツの中でコート面積が一番大きいフットサルコートの大きさに合わせ施設整備を行 

  い、バスケットボール及びテニスコートは、対応するコートラインを引く。 

 ・フットサルコート面積算出  

  コート１面 20ｍ×30ｍ  

  コート外３ｍ コート同士の離隔４ｍ 

  コート２面 ゴールライン側 50ｍ  

        タッチライン側 36ｍ 

        50ｍ×36ｍ＝1,800㎡   

  

よって、多目的スポーツ広場の面積を1,800㎡ とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・テニスコート面積 ＪＴＡ（日本テニス協会） 

 テニスルールブック 参考 

 

・テニスコート 

 10.97ｍ×23.77ｍ×2 面 
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◇アーバンスポーツゾーン⑤ アーバンスポーツ広場（3,000㎡） 

 

 要望があるスケボーパークの整備に加えてＢＭＸやボルダリング、スラックラインを体験できる施設 

 を整備し、様々なアーバンスポーツを体験できるエリアとする。 

 

（スケボーパーク） 

・スケボーパークは「鳥の海公園スケードボードパーク（55ｍ×21ｍ）」を参考に設計を行う。 

 鳥の海公園スケードボードパークがコンクリートセクションなのに対して、本施設のスケボーパー 

 クは、整備費の削減や幅広いレベルの利用者に対応するため、置き型のセクションを配置する。 

・セクションの設置数は約10台を計画しており、製造メーカー指定の設置距離や安全距離を参考にす 

ると、セクションエリアの面積は60ｍ×26ｍとなる。また、セクションエリアに加え、イベントや 

スクールを開催する場所として15ｍ×26ｍのフラットエリアを合わせて整備する。  

 

 

セクションエリア 60ｍ×26ｍ＝1,560㎡  

フラットエリア 15ｍ×26ｍ＝390㎡   

スケボーパークの合計面積 

          ＝1,560㎡＋300㎡＝1,950㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アーバンスポーツ広場 スケボーパーク（セクションエリア、フラットエリア） 

フラット 

エリア 

 

 

セクションエリア 

 

60m 

26m 

26m 

15m 
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 スケボーパーク同様、製造メーカー指定の設置距離や安全距離を参考に整備面積を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セクションは、６セクションを設置し、休憩スペースを兼ねたフリーエリアを合わせて整備する。 

 セクション製造メーカー指定の設置距離や安全距離を参考にすると、セクションエリアの面積は、 

35ｍ×15ｍとなる。また、スクールの開催や休憩スペース等の場所として整備するフリーエリア 

は、整備する場所の形状に合わせて面積を算出した。  

セクションエリア 35ｍ×15ｍ＝525㎡ フリーエリア 35ｍ×6ｍ÷2＝105㎡ 

  

    ＢＭＸ・ＭＴＢパークの合計面積＝525㎡＋105㎡ ＝ 630㎡  

 

（スラックライン） 

 スケボーパーク同様、製造メーカー指定の設置距離や安全距離を参考に整備面積を算定する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

・スラックラインは、自立型（８ｍ）を３台設置する。施設製造メーカー指定の設置距離や安全距離 

 を参考にし、スラックライン同士の離隔を２ｍ、スタート位置とゴール位置に各3.5ｍのスペース 

を確保し、施設面積を算定する。 

 

 スラックラインの施設面積＝ 15ｍ×８ｍ＝120㎡ 
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アーバンスポーツ広場（スラックライン） 

8m 

（ＢＭＸ・ＭＴＢパーク） 
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（ボルダリング）    

 スケボーパーク同様、製造メーカー指定の設置距離や安全距離を参考に整備面積を算定する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ・ボルダリング施設は、一般用（高さ４ｍ×幅８ｍ×奥行２ｍ）及び子供用（高さ2.3ｍ×幅５ｍ× 

 奥行2.6ｍ）を整備する。施設製造メーカー指定の設置距離や安全距離を参考にし、施設同士の 

離隔を３ｍ確保することや、メーカー推奨の落下用マットの設置を考慮し面積を算定する。 

                                     

ボルダリング施設の面積＝20ｍ×８ｍ＝ 160㎡  

 

（アーバンスポーツ広場の全体面積） 

・アーバンスポーツ広場の合計面積  

 1,950㎡（スケボーパーク）＋ 630㎡（ＢＭＸ ＭＴＢパーク） ＋ 120㎡（スラックライン）  

＋ 160㎡（ボルダリング）＋ 140㎡（入口及び施設間の通路面積）＝ 3,000㎡ 

 

よって、アーバンスポーツ広場の全体面積を 3,000㎡ とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般用ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ 
子供用 
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ 

アーバンスポーツ広場（ボルダリング） 

20m 

8
m

 

2m 2m 3m 

 落下用マット 
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 調整池内に水がない時の施設を有効活用するため「自転車 

 広場」を整備するが、基本構造は調整池となるため、下記 

 のとおり各基準等に基づき設計を実施する。なお、整地設 

 計及び周辺⼟地利⽤を考慮しダム形式の調整池とする。 

 

（１）基本⽅針 

防災設計（防災調整池）の基本⽅針については、以下のと 

おりとする。 
 

１ 宮城県防災調整池設置指導要綱に基づき設計を実施する。 

２ 整地設計及び周辺土地利用を考慮し、ダム形式の調整池とする。 

３ 最下流となる計画地南東部に調整池及び放流施設を設置して既存水路に放流する。 

４ 維持管理を考慮し、調整池池底にコンクリート舗装、堤体上流部及びHWLまでの法面にブロックマ 

ットを設置する。 

 

（２）設計諸元 

１ 基準 

本防災調整池は、下記の基準等により計画する。 

・都市計画法開発許可制度便覧 令和5年7⽉ 宮城県 

・防災調整池設置指導要綱 平成8年1⽉ 宮城県 

・宮城県における降⾬強度式の決定 平成8年4⽉ 宮城県 

・防災調節池等技術基準(案)解説と設計実例 平成19年9⽉ 社団法⼈ ⽇本河川協会 

 

２ 防災調整池設置指導要綱による分類 

・「防災調整池設置指導要綱」（以下、要綱）の第２条に基づき下表に掲げる「設置する場所の区 

 分」及び「防災調整池の区分」を分類する。 

・設置する場所の区分 

「土地分類図(白石)」(国土交通省 国土政策局 国土情報課)より、低地の土地である“後背湿地 

及び河岸平野・谷底平野”に分類されており、かつ流水が自然流下により河川に流入する土地で 

あることから「平地部」とする。 

・防災調整池の区分 

開発行為により増加する雨水の流出量が放流される河川の整備計画に見込まれていないことから 

「恒久防災調整池」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

防災調整池（自転車広場兼用） 

◇アーバンスポーツゾーン⑥ 自転車広場（調整池兼用）（11,470㎡） 
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３．調節単位容量の算定 

 

① 防災調整池設置指導要綱による流出抑制容量の考え方（単位流出抑制容量） 

「要綱」第 7条に基づき、流出抑制容量は、下表の設置場所及び防災調整池の区分に応じた単位 

流出抑制容量（開発行為前と開発行為後の開発行為を行う区域の面積 1ヘクタール当たりの流出 

量の差に対応するものとして定めた量）に開発行為区域の面積を乗じて得た量とする。 

 

流出抑制容量＝単位流出抑制容量×開発行為面積 

 

防災調整池区分別単位流出抑制容量表 

区     分 
単位流出抑制容量 

設置する場所 防災調整池 

平地部 暫定防災調整池 600立方ﾒｰﾄﾙ／ﾍｸﾀｰﾙ   

  恒久防災調整池 750立方ﾒｰﾄﾙ／ﾍｸﾀｰﾙ   

丘陵部 暫定防災調整池 850立方ﾒｰﾄﾙ／ﾍｸﾀｰﾙ   

  恒久防災調整池 1,100立方ﾒｰﾄﾙ／ﾍｸﾀｰﾙ   

 

② 防災調整池設置指導要綱による堆積土砂量の考え方（単位堆積土砂量） 

「要綱」第 8条に基づき、丘陵部に設置される防災調整池（水深が 0.3m 以下の防災調整池を除く） 

の堆積土砂量は、下表の区分に応じた単位堆積土砂量（開発行為を行う区域の面積 1ヘクタール当 

たりの堆積土砂量）に開発行為を行う区域の面積を乗じて得た量とする。 

 

堆積土砂量＝単位堆積土砂量×開発行為面積 

 

   防災調整池区分別単位流出抑制容量表 

区     分 単位堆積土砂量 

 開発行為を行う区域が、森林法第 5条の規定に 

 310立方ﾒｰﾄﾙ／ﾍｸﾀｰﾙ 
 基づく地域森林計画の対象となっている民有林 

 （地域森林計画対象民有林）又は砂防法第 2条 

 に基づき指定された土地（砂防指定地）の場合。 

 開発行為を行う区域が、地域森林計画対象民有林 
160立方ﾒｰﾄﾙ／ﾍｸﾀｰﾙ 

及び砂防指定地以外の場合。 

※平地部若しくは内水域に設置される防災調整池又は丘陵部に設置され水深が 0.3m 

以下の防災調整池については、堆積土砂量を確保する必要はない。 

 

③ 単位堆積土砂量 

平地部に設置される防災調整池により、単位堆積土砂量は 0 ｍ3/haとする。 
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４．非越流部天端高 

① 天端高の基準 

「要綱」第 22条に基づき、非越流部の高さは、下表の防災調整池を設置する場所の区分に応じ、 

同表の下欄に掲げるところによる。 

 

区分別非越流部の高さ 

防災調整池を 

設置する場所 
堤体の非越流部の高さ 

丘陵部及び 

平地部 

調整池の水深 2.0

メートルを超える 

 設計洪水位（設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下

するものとした場合における堤体の非越流部の直上流

部における最高水位をいう。以下同じ。）に 0.6メー

トル以上の余裕高を加えた高さ。 

調整池の水深 2.0

メートル以下 0.3

メートルを超える 

 設計洪水位に 0.3メートル以上の余裕高を加えた高

さ。（ただし、非越流部の高さ≧計画高水位(当該防災

調整池において確保すべき調整容量を貯留するために

必要な水位をいう。以下同じ。)+0.6メートル以上） 

 

調整池の水深 0.3

メートル以下 

 計画高水位に 0.3 メートル以上の余裕高を加えた高さ。

（ただし設計高水位－計画高水位＜0.3メートル） 

内 水 域  計画高水位に 0.3メートル以上の余裕高を加えた高さ。 

 

② 防災調整池の天端高 

調整池の水深が 2.0ｍ以下 0.3ｍを超えることから、防災調整池の天端高は設計洪水位+0.30ｍ以 

上かつ計画高水位+0.60ｍ以上とする。 

 

 

５．降雨強度 

直接放流量及び設計洪水流量の算定に用いる降雨強度は、「宮城県における降雨強度式の決定」に 

おける「確率降雨強度式による数値表」に基づくものとする。 

 

① 直接放流量 

確率年50年，降⾬継続時間10min における数値を⽤いる。 

降⾬強度Ｉ50＝ 162.35 mm/hr 

② 設計洪⽔流量 

確率年200年，耕⾬継続時間 10min における数値を⽤いる。 

降⾬強度Ｉ200＝ 206.51 mm/hr 
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確率降雨強度式による数値表（仙台） 

 

「宮城県における降雨強度式の決定」P29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 流出係数 

開発前後の流出係数は、「防災調整池等技術基準(案)解説と設計実例」（以下、調整池技術基準）に 

おける係数を適用する。 

 

流出係数表 

  流出係数 摘     要 

開発前 0.70  
山林・原野・畑地面積率が 70％以上の流域 

  

開発後 0.90  
不浸透面積率がほぼ 40％以上の流域 
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（３）防災調整池計画 

「(２)設計諸元」を基に防災調整池計画を⾏った。 

  

 ○設定条件 

 

 

 

 

 

 

 

○調節容量 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

○調節容量計 
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○調整池容量 
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以上のことから、流出抑制容量 4,253㎥ を基準とし、調整池の貯留容量を4,590㎥として設計を行い 

 調整池の底盤面積を 7,713㎡、法面及び管理用通路の面積を3,757㎡とした。 

 

よって、防災調整池の合計面積は、7,713㎡ ＋ 3,757㎡ ＝ 11,470 ㎡ とする。 

 

なお、アーバンスポーツゾーンの法面及び通路は、ゾーン毎の各施設面積を踏まえ、施設の想定利用 

人数や維持管理に対応した必要最小限の配置としている。 
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（管理棟に隣接する駐車場） 
 

・必要駐車台数は、最大時同時利用者数、来訪者の自動車分担率、同乗者数の想定により「造園ハン 

ドブック（日本造園学会）」に基づいて算出する。  

 ・利用者数は、最大同時利用者数を用いる。  

【第２期整備計画地（堤内地側）】 

51 人/ha × 4.07ha ＝ 207.57 人 ≒ 208 人(最大同時利用者) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市計画利用実態調査より総合公園の交通手段分担率は、自家用車が 59.8%とする。  

 ・本地区は同調査で 22.6%を占める徒歩による来訪は立地状況からごく一部となるため、自家用車の 

  分担率に加え算定する。（59.8％＋22.6％＝82.4％） 

・同乗者数は、世帯ごとの来訪を想定し、宮城県における平均世帯人員 2.35 とする。 

 （最大時同時利用者数）×（自動車分担率）÷（同乗者数） 

【第２期整備計画地（堤内地側）】 

208人/ha × 82.4% ÷ 2.35 ＝ 72.93 台 ≒ 73 台 

 ・駐車場の中でも利用頻度が高い、管理棟に隣接する駐車場の収容台数は、週末等に利用台数が増加 

することを想定し、20％程度余裕を持った台数とする。 

    73台×1.2＝87.6台≒ 87台（駐車台数） 

令和３年７月１日 宮城県企画部統計課 令和２年国勢調査結果 

◇必要駐車台数の検討 
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・次に、各施設の駐車場収容台数について算定する。 

 公園利用者の殆どが、管理棟に隣接する駐車場を利用することを想定しているが、管理棟と各施設 

の距離が離れていることや、大会、イベント時には施設近くの駐車場が必要であることから、施設 

の利用可能人数等から、適正な駐車台数を算定する。 

 

 （多目的スポーツ広場の駐車場）  

 利用可能な種目の中で、利用人数が多いフットサルは、５対５で試合を行うため利用人数は最低 

でも10人必要であり、２コート同時に試合が可能なため20名の利用となる。選手の交代要員等、 

同行者を想定し、利用者数を２割増で算定すると、最大同時利用者数は20人×1.2＝24人となる。 

   フットサルは、社会人の利用率が高いため、車両も乗り合わせの率は低いと想定され、最大同時 

   利用者数＝駐車台数として算定する。24人＝ 24台（駐車台数）  

  

（アーバンスポーツ広場の駐車場） 

   スケボーパークに設置するセクションは、10台を計画しており、１セクション２人の利用を想定 

し、セクションエリアの最大同時利用者数は20人。フリースペースエリアの利用は５人。 

   ＢＭＸ・ＭＴＢパークに設置するセクションは、６台を計画しており、１セクション２人の利用 

を想定し12人。 

   スラックラインは、施設の設置を３台計画しており、１台２人の利用を想定し６人。 

   ボルダリングは、一般用、子供用の設備を各５人ずつ使用することを想定し10人。 

   これらを合計すると、同時最大利用者数の合計が 53人  

  アーバンスポーツ施設の利用者層は、現状から小中学生の施設利用が多くなることが想定され、

来場者数が多くなる休日の日中には世帯毎の来場が見込まれるため、宮城県における平均世帯人

員 2.35 で割り戻す。 

   同時最大利用者数の合計 ÷ 平均世帯人員 ＝ 駐車台数 

53人 ÷ 2.35人 ＝ 22.55台 ≒ 23台（駐車台数） 

 

 （デイキャンプ場の駐車場） 

 デイキャンプ場の駐車場収容台数は、休日等、施設利用者数が多い日の利用者数の想定及び、施 

設の最大同時利用者数から算定する。 

・１サイト５人の利用者を想定し、10サイトの整備を計画しているため、最大同時利用者数５人× 

10サイト＝50人とする。   

・デイキャンプ場の利用者層は、家族や知人グループを見込んでおり、車両に乗り合わせての来場 

が見込まれるため、最大同時利用者数を宮城県における平均世帯人員 2.35 で割り戻し算定する。 

   同時最大利用者数の合計 ÷ 平均世帯人員 ＝ 駐車台数 

50人 ÷ 2.35人 ＝ 21.27台 ≒ 21台 
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  ・デイキャンプ場の駐車場は、アーバンスポーツ広場や多目的スポーツ広場でのイベントや大会開 

催時の臨時駐車場としての利用を計画している。 

臨時駐車台 ＝ 30台 

また、公園内や河川敷での大型イベント開催に、大型バスの駐車場としても利用を計画する。 

 駐車場の大きさは３ｍ×５ｍとしているため、大型バスの駐車には４台分の駐車スペースが必要 

とされる。 

 大型バス３台分の駐車場を確保する。必要駐車台数４台×３＝ 12台 

   よって、デイキャンプ場の駐車場収容台数は、 

    21台 ＋ 30台 ＋ 12台 ＝ 63台 とする。 

 

（各施設の駐車場台数） 

① 管理棟に隣接する駐車場    87台 

② 多目的スポーツ広場の駐車場  24台 

③ アーバンスポーツ広場の駐車場 23台 

④ デイキャンプ場の駐車場    63台 

  

         【駐車場台数合計 197台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①駐車場 
87 台 

②駐車場 

24 台 

③駐車場 

23 台 

④駐車場 

63 台 

104 

 

 

 


